
 

「足場の組立て、解体、変更業務従事者特別教育｣開催のご案内 

 (一社)鳥取県労働基準協会東部支部 

 

「足場」の組立て、解体、変更業務に従事させる者に対しては、労働安全衛生法第５９

条第３項(労働安全衛生規則第３６条第３９号)の規定により、事業者に特別教育の実施が

義務付けられています。 

この特別教育は、足場の組立て等の作業の際に、関係労働者の重篤な労働災害が多発し

ており、その防止を図ることを目的としており、足場や作業方法についての知識、労働災

害の防止に関する知識や関係法令等を予め習得して、その後に安全作業に従事して頂くた

めのものです。 

今般、当協会東部支部で標記の特別教育を下記のとおり実施することとしました。当該

業務に従事している、あるいは従事することが予定される方であってまだ受講されていな

い方につきましては、この機会を是非ともご利用いただきますようご案内いたします。 

なお、本件特別教育の対象となる「足場」については、高さによる除外はありませんの

で、ご留意ください。 

記 

 

１ 日 時  令和２年２月６日（木）   ９：５０～１７：００ 

 

２ 場 所  鳥取市若葉台南１丁目１７番地  鳥取県労働基準協会 ２階 

 

３ 日 程 

   

科     目 時  間 講  師 

学 
 

科 

足場及び作業の方法に関する知識 
9：50～13：50 

（途中休憩 60分） 

一級とび技能士 

RST トレーナー 

  吉森 英樹 氏 

工事用設備、機械、器具、作業環境等

に関する知識 
13：50～14：20 

労働災害の防止に関する知識 14：20～15：50 

（ 休 憩 ） 15：50～16：00 

関係法令 16：00～17：00 

 

４ 受講料  労働基準協会員事業場  １人   ８，０００円 

非労働基準協会員事業場 １人 １０，０００円 

✳受講料の中には、特別教育用テキスト「足場の組立て、解体、変更業務従事者安

全必携」（本体７４１円＋税）の代金および消費税を含みます。 

 

 



５ 申込方法 

令和２年１月２９日（水）までに、別紙の受講申込書に受講料を添えて当協会東部

支部（鳥取市若葉台南１丁目１７番地）へ申し込み下さい。 

郵送又はＦＡＸ（0857-52-5061）による申し込みでも受付けますが、その場合も受

講料は令和２年１月２９日までに下記の銀行口座に振込みいただくか現金書留での

送付をお願いします。 

なお、申し込みが定員９０名を超えた場合には、締切日前でも受付を終了する場合

がありますので、ご留意下さい。 

振込先  鳥取銀行鳥取支店 普通預金 口座 №００５１２０４ 

名義人  (一社)鳥取県労働基準協会東部支部 

 

６ その他 

（１）「特別教育等受講者記録」または「特別

教育・能力向上教育等受講証」をお持ちの

事業場は、当日、受付の際に渡して下さい。 

（２）受講者の皆様には、教育修了後に修了証

を交付します。 

（３）受講申込み後の取消しについては、募集

締切日の令和２年１月２９日までに連絡

があった場合を除き受講料はお返しできませんのでご了承下さい。当日の欠席につ

いても同様ですのでご了承ください。 

（４）受講票、受講受付票などは発行していません。申込まれた受講者は、当協会から

連絡のない限り受講当日、直接会場にお越しください。 

（５）講習会場周辺には、食事が出来る店舗

が多くありませんので、予めご準備いた

だくなどの対応をお勧めします。 

（６）受講される方は右地図の当会館駐車

場「Ｐ」をご利用ください。当会館駐車

場は約 30 台駐車できますが、この駐車

場が満車の場合に限って右地図の「Ｐ

１」、「Ｐ２」駐車場をご利用ください。 

なお、積雪がある場合は駐車場の収容

台数が少なくなりますので、公共交通機

関のご利用をお願いします。 

（７）この特別教育は、建設業については、

建設事業主が行う建設労働者に対する雇用改善等の措置として「人材開発支援助成

金・建設労働者技能実習コース」の対象となっており、対象受講者に係る「経費・

賃金助成」を受けることができる場合があります。詳細は、鳥取労働局職業安定部

職業安定課（℡ 0857-29-1707）にお問い合わせ下さい。 

 

 

( 本教育の照会先電話番号 ０８５７－５２－５０６０ ) 



  

 

 

 

足場の組立て、解体、変更業務従事者特別教育受講申込書 

 

 

令和２年２月６日（木）開催 

フ リ ガ ナ 

氏    名 
生 年 月 日 基準協会員・非会員の別 

  

該当に○印をして下さい 

・ 基準協会員事業場 

  ・ 非基準協会員事業場 

  

  

 

受講者数（    名） 受講料計（         円） 

 

 

上記のとおり申し込みます。 

 

令和  年  月   日 

 

 郵便番号 

 所 在 地 

          事業場 

 名  称                  ㊞ 

 

（ ℡     -   -      ） 

 

 

 

 

 (一社)鳥取県労働基準協会東部支部 支部長 殿 

 

（TEL 0857-52-5060 FAX 0857-52-5061） 

 


